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農林水産部農業振興課　（市役所本庁舎 ２F）
 能代市上町１－３

二ツ井地域局環境産業課（二ツ井町庁舎 １F） 
 能代市二ツ井町字上台１－１

 市の支援策３ 　無利子のアグリマイティ資金・災害緊急資金

【資金使途】農業経営の維持や再開を目的とした経費
【融資限度額】法人５００万円・個人５００万円　　　【貸付期間】令和５年３月末まで
【償還期間】５年以内　　　【融資利率】無利子　　　【保 証 料】市で負担

市の支援策３の
【問合せ・申請先】
　　ＪＡあきた白神　金融課　TEL ７４-８４４１

【支援対象者】８月大雨による被害を受けたねぎ生産者
【支 援 額】被害率８０％以上… １５，０００円／１０ａ
　　　　　　被害率５０％以上… １０，０００円／１０ａ
【申請に必要なもの】被害ほ場の位置図、被害状況が確認できる写真、振込先通帳の写し、印鑑

　あきた白神農業協同組合が貸し付ける「アグリマイティ資金・災害緊急
資金」の保証料と利子を市が負担します。

☆ 農業指導情報 ☆
第　4　号

TEL　89-2182　 FAX　89-1774

TEL　73-4500　 FAX　73-5224

令和４年８月の大雨により被害を受けた農業者の皆様へ

市の支援策１、支援策２の
【問合せ先】
　　ねぎ課（農業技術センター内）　TEL ７４－５８８８
【申請先】
　　農業振興課　　TEL ８９－２１８２・８９－２１８３
　　二ツ井地域局　環境産業課　　　TEL ７３－４５００

【補助対象者】８月大雨による被害を受けたねぎ生産者
【対象経費】緑肥種子購入経費
【補 助 率】２／３
【申請に必要なもの】被害ほ場の位置図、被害状況が確認できる写真、種子の見積書又は購入
　　　　　　　　　　証明書（領収書等）、振込先通帳の写し、印鑑

 市の支援策１
　ねぎ生産者の緑肥種子購入費に対し補助します
  （★ ８月以降の種子購入も対象となる場合があります）

 市の支援策２ 　５０％以上の被害を受けたねぎ生産者へ支援金を交付します
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☆農業関連情報

メルマガ「のうメル」

に登録を！

対象：ねぎ生産者

対象：ねぎ生産者

対象：全農業者



※

【問合せ・申請先】
　　農業振興課　　TEL ８９－２１８２・８９－２１８３
　　二ツ井地域局　環境産業課　　　TEL ７３－４５００
【水稲・大豆の種子購入費の問合せ・申請先】
　　ＪＡあきた白神　営農企画課　　TEL ７４－８３４５

　①生産施設等の復旧に要する費用
　②災害による防除の掛かり増し費用
　③水稲・大豆の種子購入費

 県・市の支援策１

３  畜産への支援
５／６

　　県１／２
　　市１／３

　①家畜用飼料購入費

県・市の支援策１、支援策２の対象者は、市が９月２９日までに確認し県へ報告した
被害農地の農業者（耕作者）です。
対象者へは別途郵送で通知します。

【問合せ・申請先】
　　各融資機関（一部取扱いのない店舗あり）

　【融資限度額】法人２，５００万円・個人５００万円
　【貸付期間】令和５年３月末まで　　【償還期間】１０年以内（据置期間３年含む）
　【融資利率】無利子　　　　　　　　【保 証 料】市または農林中央金庫で負担

　【資金使途】災害に起因する農業経営の維持に必要な
　　　　　　　経費（施設等の復旧のための経費、次年
　　　　　　　度の再生産に向けた資材費、種苗費等。ただし、既往負債の借換又は償還に係る
　　　　　　　資金は対象外。）

 県・市の支援策２ 　農業・漁業経営フォローアップ資金（豪雨災害に係る特例措置）
　（★ 県・市の支援策１の補助残融資にも活用できます）

５／６

　　県１／２
　　市１／３

１  水稲・大豆
　　への支援

２／３

　　県１／３
　　市１／３

　①防除及び生育回復の追肥に要する掛かり増し費用
　②野菜・花き・果樹等の種苗費及び生産資材等の購入費

　農業経営等再開支援事業
  （★ 既に着手していても対象となる場合があります）

対策の内容 補助率助成対象経費

２  園芸作物等
　　への支援

対象：市が被害確認した農業者※

対象：市が被害確認した農業者※



「収入保険」が農業者をサポートします！　

【問合せ・ご相談先】
　　秋田県農業共済組合
　　　　北秋田山本支所　　TEL ５４－５５４０




